
○浦添市産業振興センター・結の街の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成16年８月６日 

規則第14号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、浦添市産業振興センター・結の街の設置及び管理に関する条例

（平成16年条例第11号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（利用許可の申請書等） 

第２条 支援施設及び中核企業室の利用に係る条例第９条第１項前段及び第17条第３

項の書面は、浦添市産業振興センター・結の街の支援施設及び中核企業室の利用許

可申請書（様式第１号）によるものとする。 

２ 支援施設及び中核企業室の利用に係る条例第９条第１項後段に規定する書面は、

浦添市産業振興センター・結の街の支援施設及び中核企業室の利用許可変更申請書

（様式第１号の２）によるものとする。 

（利用許可等の通知書） 

第３条 支援施設及び中核企業室の利用に係る条例第15条の書面は、浦添市産業振興

センター・結の街の支援施設及び中核企業室の利用許可等通知書（様式第２号）に

よるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第２項の書面の提出があったときは、支援施設及

び中核企業室の利用に係る条例第15条の書面は、浦添市産業振興センター・結の街

の支援施設及び中核企業室の利用変更許可等通知書（様式第２号の２）によるもの

とする。 

（利用許可の取消し等） 

第４条 市長は、条例第21条第１項の規定により利用者の利用を制限し、若しくは利

用の停止を命じ、又は利用の許可を変更し、若しくは取り消したときは、浦添市産

業振興センター・結の街の支援施設及び中核企業室の利用許可取消し等通知書（様

式第３号）により利用者に通知する。 

（損傷等の届出） 

第５条 条例第26条の書面は、浦添市産業振興センター・結の街の施設汚損等届出書

（様式第４号）によるものとする。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 



附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 


